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第１ 基本方針               

熊本市では、市内に流通する食品の安全安心の確保及び食育の推進に積極的に取り組むた

め、「熊本市食の安全安心・食育推進計画」を策定し、「食」に関して総合的、計画的な施策

展開を図っています。 

この計画に基づき、市民が手にする食品が安全であることはもちろん、安心できる食品で

あることを保証するために、各種食品製造業や飲食店への監視指導は言うまでもなく、バザ

ー等で提供される食品についても衛生的な助言・指導等を行っています。 

また、令和３年（２０２１年）６月に全ての食品等事業者に対し、原則ＨＡＣＣＰ(注１)

に沿った衛生管理を行うことが完全義務化されたことから、食品等事業者が円滑にＨＡＣＣ

Ｐに基づく衛生管理を導入し、定着できるよう支援していく必要があります。 

一方で、全国的にみてもアニサキスやカンピロバクター等に起因する食中毒事件は多発し

ており、熊本市においても年２～１０件程度の食中毒事件が発生しています（下表２（１）

ア、イ参照）。 

そこで、令和７年度は、「食中毒予防対策の強化」及び「ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導

入支援及び定着促進」を特に重点を置いて取り組む事項として位置付け、食の安全確保を図

りました。 

 

 

 

 

 

１ 監視指導の実施期間 

 令和７年（２０２５年）４月１日から令和８年（２０２６年）３月３１日までの１年間 

 

２ 熊本市の食の安全に関する状況 

（１）食中毒発生状況 

 

ア 令和２年（２０２０年）～令和６年（２０２４年） 

 
令和２年 

(2020 年) 

令和３年 

(2021 年) 

令和４年 

(2022 年) 

令和５年 

(2023 年) 

令和６年 

(2024 年) 

事件数（件） ２ ７ １０ ２ ６ 

患者数（人） ３３ ２０ ２３ ２ ７４ 

 

イ 令和７年（２０２５年） 

№ 発生日 原因施設 患者数 死者数 病因物質 原因食品 

１ ２月１２日 
飲食店営業

(一般食堂) 
２１ ０ ノロウイルスＧⅡ 

２月１１日および１６日

の当該飲食店での食事 

(注１)ＨＡＣＣＰ（ハサップ）…Hazard Analysis and Critical Control Point の略。危害要

因分析・重要管理点。安全で衛生的な食品を製造するために国際的にも推奨されている食品製

造の工程における衛生管理の手法のこと。 
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２ ２月２０日 家庭 １ ０ アニサキス 

２月１９日に自宅で調理

した刺身用いわし又はか

つおのたたき 

３ ５月１５日 家庭 １ ０ アニサキス 

５月１４日に自宅で調理

した刺身用真いわし又は

きはだまぐろ 

４ ７月１３日 飲食店営業 ２ ０ 
カンピロバクター・

ジェジュニ/コリ 

７月１１日に当該飲食店

で提供された食事 

５ ８月４日 飲食店営業 ４ ０ 
カンピロバクター・

ジェジュニ 

８月２日に当該飲食店で

提供された食事 

６ ８月３０日 
飲食店営業

(一般食堂) 
１１ ０ 

カンピロバクター・

ジェジュニ/コリ 

８月２９日に当該飲食店

で提供された食事 

７ １０月１１日 
飲食店営業

(一般食堂) 
８５ ０ 

サルモネラ属菌 

（S.Othmarschen） 

１０月１０日～１７日に

提供された食事及び弁当 

計  １２５ ０  

 

 

（２）違反食品発見状況（令和７年度（２０２５年度）） 

ア 食品衛生法 

（ア）第１３条第２項違反（保存基準違反・規格基準違反）  

  

イ 食品表示法 

     （ア）第４条第１項違反（食品表示基準違反）    

    表示ラベルの誤添付、賞味期限の欠落、栄養成分の分析値表示の欠落等 

 

（イ）第５条違反（食品表示基準違反）      

一括表示なし、アレルギー表示なし、製造者表示なし、期限表示なし 
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第２ 重点的に監視指導を実施する事項             

 令和７年度（２０２５年度）は、次の２項目を重点的に監視指導する事項（重点監視項目）と定

めました。 

 

１ 食中毒予防対策の強化              （詳細はＰ.６） 

 

２ ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入支援及び定着促進  （詳細はＰ.１２） 

 

この２項目について、専門性を高め、緊急の課題に対応し、重点的・効率的な監視指導を行う

ため、専門監視班を設置し監視指導を行いました。 

 

 

 

第３ 効率的・効果的な監視指導の実施       

 食品の安全性を確保することを目的に、監視指導項目、立入検査計画、収去検査計画など、生産・

流通・消費の各段階及び食品群ごとに検討し、監視指導を行いました。 

 

１ 監視指導の実施体制 

（１）庁内の連携 

ア 監視指導計画の実施部署 

実施部署名 役割 

食品保健課 

▶施設、食品等の監視指導 

▶食中毒、食品等の苦情に関する調査 

▶食品等の収去 

▶食品等事業者、市民等に対するリスクコミュニケーションの実施 

環境総合センター ▶食品等の検査 

健康危機管理課 ▶検査の信頼性確保部門 

 

イ その他の連携 

（ア）食の安全安心の確保に係る連携 

食の安全安心の確保に関する業務に取り組む庁内関係部署から事業実績を集約し、健康く

まもと２１推進会議 食の安全安心・食育部会へ報告しました。 

 

（イ) 学校及び社会福祉施設等における給食等の安全確保に係る連携 

学校や社会福祉施設（保育園、特別養護老人ホーム等）、病院等の衛生管理に関する助言・

指導及び支援にあたり、各施設を所管する関係部局と連携し、自主衛生管理の推進を図りま

した。 
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（ウ) 食品表示の適正化に係る連携 

市民が食品を選ぶうえで重要な情報源である食品表示について、消費者センター等の関       

係機関と連携しながら食品事業者への周知を図りました。 

 

 

（２）試験検査実施機関の体制整備 

食品衛生検査実施機関における適正な検査業務の実施を確認するため、収去実施機関（食品

保健課）及び試験検査実施機関（環境総合センター）に対して、信頼性確保部門による実施記

録等の確認を行いました。その結果、いずれの機関においても改善要請を要する事項は確認さ

れませんでした。また、試験検査実施機関に対する外部精度管理調査（食品薬品安全センター

秦野研究所において実施）においても改善要請する事項は確認されませんでした。 

 

 

（３）国・関係自治体との連携 

ア 厚生労働省及び関係自治体との連携 

 厚生労働省や全国自治体との連絡会議に積極的に参加し、意見交換や情報の共有に努めま

した。また、食中毒に関連した調査依頼や、広域に流通する食品の違反、不良等の発見や異

物混入などに対しては、関係自治体と緊密に情報交換し、連携して関係営業者への指導や違

反食品の回収等が適切に行われるよう対応しました。 

 

イ 消費者庁及び関係行政機関との連携 

 消費者庁、九州農政局及び熊本県等の行政機関と連携し、特に広域流通事業者への食品表

示適正化について、助言・指導を行いました。 

 

ウ 農林水産省及び関係行政機関との連携 

九州農政局や各自治体と連携し、事業者への適正表示の指導を実施しました。 

 

 

（４）危機管理体制の充実及び強化 

休日夜間においても、食中毒や食品による健康被害を探知した際には迅速に対応し、被害

の拡大防止を図りました。また、熊本市健康危機管理連絡会議への出席等、関係機関との連

携を密にし、健康危機管理体制の充実を図りました。 さらに、大規模食中毒の発生時に迅速

かつ適切に調査に対応できるよう、発生を想定した訓練を行いました。 

 

 

２ 監視指導項目 

  監視指導項目として、「共通監視指導項目」と「食品群ごとの監視指導項目」を定めて監視指

導を行いました。 

また、「共通監視指導項目」として「施設等の自主衛生管理に関する項目」「食品取扱者等の自

主衛生管理に関する項目」「食品の適正管理に関する項目」の３つの項目ごとに細かな監視指導

項目を定めて監視指導を行いました。 

加えて食肉、魚介類、熊本市の特産品等、６食品群ごとの重点的監視指導実施項目を定めて監

視指導を行いました。 
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３ 立入検査結果 

（１）営業施設 

熊本市においては、施設及び業種ごとに、取扱い食品の危害度、流通の広域性、提供食数、

施設の管理度の４項目で健康被害発生リスクを採点しＡ（５ポイント）からＥ（１ポイント）

までの５段階にランク分けをし、監視指導を実施しています。令和７年度（２０２５年度）

は、「ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理」の制度化による食品等事業者の衛生管理の確認・助言を

重点的に行い、４,９４５施設に立入検査を行い、監視ポイントは９,５０６ポイントでした。 

また、ゴールデンウイーク前や年末等飲食の機会が増える時期に、熊本県警察本部と合同

で、中央繁華街の飲食店等について夜間臨検等を行い、食中毒予防について広く注意喚起を

行いました。  

 

（２）給食施設 

給食施設においては、監視頻度を基本的に３～６年に１回とし、食品衛生法に基づき、衛

生管理に関する助言及び指導を行っています。 

令和７年度（２０２５ 年度）は、１５３施設の立入を実施しました。 

 

 

４ 食品等の収去検査結果（別表「令和７年度（２０２５年度）収去検査結果」参照） 

 熊本市内で生産・製造・加工された食品や流通していた食品の中で、特に市民の食品に関する

不安対象上位にある残留農薬や添加物を含有する食品や、成分規格基準が定められた食品の中か

ら１５３ 検体を収去し、細菌、食品添加物、残留農薬等について検査しました。 

その結果、食品衛生法に基づく規格基準違反が４件（内訳：アイスクリーム類２件、 魚肉ねり

製品１件、残留農薬（国産野菜）１件）、熊本県食品の衛生に関する指導基準等不適が３件（内訳：

調理米飯１件、調理パン１件、生菓子１件）あり、原因究明及び再発防止の指導を行いました。 

なお、魚肉練り製品１検体において大腸菌群陽性が認められましたが、収去時の検体搬送に係

る標準作業書が遵守されていなかったことから、当該検査結果は参考値として取り扱いました。 

なお、検査は熊本市環境総合センターで実施しました。 

 

検査目的 
主な検査 

項目 
主な対象食品 

検体数（検体） 実施 

割合 

違反･不適

件数（件） 計画 実施 

食中毒 

予防対策 

県指導 

基準 
細菌 

調理パン、そうざい、生菓

子、カット野菜、浅漬等 
９２ ６５ ７０.７％ ３ 

特産品 細菌 馬刺し、辛子蓮根 １２ １０ ８３.３％ ０ 

食品安全対策 

食品 

添加物 
漬物・佃煮、味噌等 １６ １５ ９３.８％ ０ 

成分規格 
生食用カキ、食肉製品、 

アイスクリーム類等 
４９ ３４ ６９.４％ ３ 

農薬安全対策 残留農薬 野菜・果実等 ５６ ２９ ５１.８％ １ 

合   計 ２２５ １５３ ６８.０％ ７ 
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５ 違反発見時の対応 

食品の流通拠点である市場やその他の食品関係施設への立入検査、消費者からの申し出や他自

治体からの通報によって、食品衛生法や食品表示法に違反する食品が発見されました。 

違反のあった食品関係営業者に対しては、立入検査を実施し、自主回収や改善指導等を行い、

再発防止のための措置を講じました。なお、市外で製造された違反食品については、製造施設を

管轄する自治体に対応を依頼しました。 

 

（件） 

 

 

 

 

 

 

 

※その場で改善が図られるなど軽微なものを除いた件数（食中毒は含まない。） 

 

 

６ 主に行う監視指導 

（１）食中毒予防対策の強化（重点監視項目） 

 

全国における令和７年（２０２５年）の病因物質別食中毒発生状況は下表２のとおりです。

ノロウイルス事件数が増加し、東京都の学校給食施設にて調理提供された食品を原因食品と

する大規模なノロウイルス食中毒も発生しました。また、依然としてアニサキスやカンピロ

バクターを原因とする食中毒も多く発生しています。このため、令和７年度はこれらの病因

物質を重点とした食中毒対策の強化を図りました。 

食中毒等健康被害発生時の対応としては、①医師等からの食中毒の届出・通報に基づき疫

学調査（患者の喫食状況、症状、喫食施設及び食品等の調査）を行い、②原因施設を特定し、

③原因となった営業施設に対して安全が確保されるまでの間、営業停止等の行政処分を行い、

被害の拡大防止並びに再発防止を図りました。 

本市で発生した食中毒７件においては、同様な食中毒の発生防止、被害の拡大防止、そし

内容 

食品衛生法 

食品表示法 
健康増

進法 第１２条（使用が認められ

ていない添加物の使用） 

第１３条 

（規格基準違反） 

件数 １ ９ ３９ ０ 

合計 ４９ ０ 

▲野菜の残留農薬検査のための収去 ▲食品の理化学検査 
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て未知の患者を含むすべての患者に適切な治療を受けていただくための周知を目的として、

報道機関等を通じて事件の概要を公表しました。また、厚生労働省へ調査結果を報告しまし

た。 

 

表１ 食中毒の発生状況（令和７年（２０２５年）） 

     発生数（件） 患者数（人） 

全国 １,１７２ ２４,７２７ 

熊本県 １２ ２２６ 

熊本市 ７ １２５ 

 

 

表２ 病因物質別食中毒発生状況（全国）（令和７年（２０２５年）） 

  出典：厚生労働省食中毒統計   

 
事件数 患者数 死者数 

（人） （件） (割合) （人） (割合) 

総数 １,１７２ －  ２４,７２７ －  ２ 

内

訳 

ノロウイルス ４６２  ３９.４％ １８,５６６  ７５.１％ ０ 

アニサキス ２８０  ２３.９％ ２８３  １.１％ ０  

カンピロバクター ２２０  １８.８％ １,２２６  ５.０％ ０  

腸炎ビブリオ ２ ０.２％ １９９ ０.８％ １ 

自然毒 ４７  ４.０％ １１１ ０.４％ １ 

腸管出血性大腸菌 １０  ０.９％ ３６２  １.５％ ０ 

その他 １５１ １２.８％ ３,９８０ １６.１％ ０ 

 

ア ノロウイルス食中毒予防対策 

 例年、全国的に弁当屋、仕出屋、旅館などの大量に食品を調理する飲食店や給食施設など

でノロウイルスによる食中毒事件が多く発生しており、特に令和７年度は例年に比べ、事件

数・患者数ともに多く発生しています。 

 発生要因の多くは調理従事者の手指を介した食品汚染であり、調理従事者のノロウイルス

食中毒防止への意識を高める必要があるため、次のような対策を実施しました。 

 

（ア）調理及び製造施設等への監視指導 

食品の十分な加熱、調理従事者の健康確認記録及び手洗いの徹底について指導しまし

た。また、ホテル、旅館及び大規模な仕出・弁当を調理・製造する施設、取扱食品に生食

用かき、鳥刺し、鳥たたき、生食用牛肉、馬刺しがある施設等１,１４１施設へノロウイ

ルス等に関する啓発チラシを郵送しました。 
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（イ）市民への啓発 

市政だより及び市政広報ラジオ（おはよう熊本市、フレッシュフラッシュ）、熊本市医

師会機関紙「森都医報」による予防啓発を実施しました。 

令和８年３月には熊本市内の複数の飲食店においてノロウイルスを起因とする食中毒

の発生が相次いだため、熊本市ノロウイルス食中毒注意報発令要綱に基づく「ノロウイ

ルスによる食中毒注意報」を発令し、注意喚起を行いました。 

 

 

イ 食肉による食中毒予防対策（カンピロバクター、腸管出血性大腸菌、寄生虫等） 

 例年、加熱不十分な食肉を原因とした食中毒事件（特にカンピロバクターを原因とするも

の）が多く発生しています。また、熊本市は生食用馬肉を特産品とすることからも、食肉に

よる食中毒を予防するため、次のような対策を実施しました。 

 

（ア）飲食店や食肉処理施設等への監視指導 

飲食店や食肉処理施設を臨検した際に、カンピロバクター等による食中毒予防啓発チ

ラシを配布した他、生食又は加熱不十分な鶏肉及び焼鳥を提供している施設を含む１,１

４１施設へ啓発チラシを郵送しました。 

 

（イ）市民への啓発 

     市政だより、市政広報ラジオ（おはよう熊本市、フレッシュフラッシュ）、テレビ番組

（医療大百科）、熊本市医師会機関紙「森都医報」にてカンピロバクターによる食中毒予

防啓発を実施しました。また、若者の加熱不十分な鶏肉の喫食によるカンピロバクター

食中毒が多いことから、はたちの記念式典にてクイズ形式での啓発を行いました。 

 

 

ウ 魚介類の寄生虫及び自然毒による食中毒予防対策 

 近年、魚介類の生食を原因とする寄生虫による食中毒（アニサキス、クドア等）の発生が

増加傾向にあり、本市でも令和７年（２０２５年）にアニサキスによる食中毒が２件ありま

した。 

 

（ア）魚介類取扱い施設への監視指導 

飲食店や魚介類販売業等を臨検した際に、寄生虫による食中毒予防啓発チラシを配布

したほか、生食用魚介類を提供する飲食店を含む１,１４１施設に対してチラシを送付し

ました。 

 

（イ）市民啓発 

市政だよりや市政広報ラジオ（おはよう熊本市）、テレビ番組（医療大百科）、熊本市医

師会機関紙「森都医報」を活用し、ふぐ毒や魚介類の寄生虫（アニサキス）による食中毒

予防啓発を実施しました。 
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エ 給食施設における食中毒予防対策 

学校、病院、社会福祉施設等の給食施設では、食中毒事故が発生した場合、大規模な健康

被害につながるだけでなく、抵抗力の低い幼児や高齢者等へ重篤な症状を招く恐れがあるこ

とから、厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル」等に基づく衛生管理を求めてい

ます。令和７年度（２０２５年度）は、給食施設１５３施設に立入し、次のような監視指導を

行いました。 

 

●「大量調理施設衛生管理マニュアル」や「ＨＡＣＣＰの考えを取り入れた衛生管理のため

の手引書」の配布、立入指導 

●ＡＴＰふき取り検査を利用した施設・設備等の汚染度チェック（５３施設１６３か所） 

●食中毒予防チラシ等を配布し、注意喚起を実施 

 

また、給食施設に勤務する栄養士や調理師等を対象とした研修会を２回開催し、２３５名

が参加しました。 

 

 

オ イベントにおける食品の安全確保 

 令和７年度（２０２５年度）は、江津湖花火大会や熊本城マラソン大会等大規模なイベン

トが熊本市で開催されました。また、新型コロナウイルス感染症が感染法上５類に移行後、

くまもと街なか広場（花畑広場）等、市内各地で開催されるイベントが増加していることか

ら、食中毒等の健康被害の未然防止を図るために、次のような監視指導を行いました。 

 

●イベント情報等の事前情報収集による、衛生教育の実施及び衛生状況の確認の徹底 

●「ＨＡＣＣＰの考えを取り入れた衛生管理のための手引書」を用いた指導の実施 

 

 

（２）食の安全性の強化 

 食中毒等の事故等が発生した場合の影響が大きい広域に流通する食品の安全対策等を強化し

ました。 

 

ア 広域流通食品の安全性確保 

都道府県、市等の区域を越えて広域的に流通する広域流通食品の製造施設に対して、ＨＡ

ＣＣＰに沿った衛生管理に基づき作成した衛生管理計画書や記録簿等を確認し、助言を行い

ました。 

 

イ 輸入食品の安全性確保 

市民の約半数が輸入食品に不安を感じている（令和５年（２０２３年）市民アンケート）

ことから、輸入食品の収去検査を実施（輸入果実４検体）しましたが、違反は確認されませ

んでした。また、国や他自治体の検査によって、本市に違反している輸入食品が流通してい

ることが判明した場合は、国や他自治体と連携して調査や指導を行いました。 
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（３）田崎市場における監視指導 

  

ア 市場内施設への監視指導 

多種・多量な食品の流通拠点である田崎市場で流通する食品の安全確保のため、市場内の

食品製造・販売施設に対する監視を２７回実施し、食品の表示や保存方法、取扱状況等につ

いて指導するとともに、違反・不良食品の排除に努めました。 

また、夏期及び年末食品一斉取締期間の初日に立入検査を行い、実施状況については報道

機関を通じて公表しました。 

 

区      分 夏期食品一斉取締 年末食品一斉取締 

実施日 
令和７年（２０２５年） 

７月１日（火） 

令和７年（２０２５年） 

１２月１日（月） 

監視員数 
熊本市 １１名 

食品衛生指導員 ２名 

熊本市 １１名 

食品衛生指導員 ２名 

監

視

状

況 

営業施設 ５４施設 ５１施設 

食品の延べ検査数 ２,３６０検体 １,６６０検体 

違反 違反６件 違反２３件 

 

 

イ 市場食品衛生監視所での食品の検査 

市場内の巡回監視指導と、残留農薬や魚介類の細菌等の検査により違反食品を排除するこ

とを目的として、市場内に熊本市市場食品衛生監視所を設置して熊本県内に流通する食品の

安全に努めました。 

６月に市場仲卸施設のふき取り検査を実施し、検査結果を個別にフィードバックし、必要に

応じて施設・器具類の洗浄・消毒方法について再確認を促しました。また、野菜・果実の残留

農薬簡易検査を行いましたが、違反食品はありませんでした。 

 

種別 検体数（検体） 検査内容 

施設・器具類ふきとり １２９ ＡＴＰ、大腸菌群、腸炎ビブリオ 

野菜・果実 １２ 残留農薬（簡易キット） 

 

 

ウ 市場内食品等事業者へのリスクコミュニケーションの実施 

生カキに関する取扱いや商品管理の留意点を文書で通知し、注意喚起を行いました。また、

市場関係者向けの衛生講習を２回行ったほか、市場で実施されるイベント前にも説明会を行

い、衛生意識の向上を図りました。 
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（４）食品表示の適正化対策 

 消費者が食品を選ぶうえで重要な情報源である食品表示について、適正な表示の推進を図り

ました。食品表示法に基づく表示について、関係機関と連携しながら食品等事業者への周知及び

指導に努めました。 

 通常の監視業務に加え、夏期・年末の食品一斉監視等では田崎市場等で食品表示の監視を重点 

的に行い、発見した表示違反・不適食品について適正表示の指導を行いました。 

 

●表示に関する調査・監視指導延べ施設数 ２,４８９件 

●食品事業者からの相談件数           ９９件 

●表示違反                    ３８件（文書指導１１件、口頭指導２７件） 

 

（５）健康食品の安全確保 

健康食品の表示、広告、販売方法等の適正化を図るため、健康増進法に関する栄養成分表示等

の指導を行いました。 

 

●健康増進法に関する栄養成分表示の指導状況（虚偽誇大広告を含む） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）一斉取締りの実施 

 食品等の製造・販売等の流通量や気候等による事故発生の危険性等を考慮して、厚生労働省や

消費者庁の指針に基づく夏期及び年末に食品一斉取締りを行い、その実施結果を、熊本市ホーム

ページ「熊本市安全安心のひろば」で公表しました。 

 

ア 夏期食品一斉取締り（７、８月） 

大量調理施設や食肉販売業等に監視指導を行うとともに、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理や 

記録の確認を行いました。 

また、生食用又は加熱不十分な食肉による腸管出血性大腸菌及びカンピロバクター等による      

食中毒防止対策等について、調査票に基づく聞き取りを行う等、延べ１,０４５施設に衛生指導

を実施しました。 

 

イ 年末食品一斉取締り（１２、１月） 

冬季に発生しやすいノロウイルス食中毒や、熊本市で例年発生しているカンピロバクター

食中毒の対策を重点的に実施する等、延べ１,０７７施設に衛生指導を実施しました。 

また、立ち入り検査を実施した施設への衛生指導に加えて、ノロウイルス食中毒防止の啓

発チラシや各施設の取り扱い食品に沿った啓発チラシ（野生鳥獣肉の取り扱い、ふぐやカン

ピロバクターによる食中毒防止等）を配布しました。 

対象者 指導件数 

業者 

１６件   

（内訳）栄養成分表示  １４件 

虚偽誇大広告    ２件 

市民 ０件 

計 １６件 
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第４ 食品等事業者による自主的な衛生管理の推進       

食品等事業者等の自主衛生管理推進のための指導や支援、そしてその取組の市民への情報発信を

行いました。 

 

１ 食品等事業者への指導・支援 

 ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入・定着を支援するとともに、これらの取組を市民に対して

広報することで食に対する安心感の向上に努めました。 

 

（１）ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入支援及び定着促進（重点監視項目） 

 

 食品等事業者それぞれが『ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理』を実施できるよう、食品等事業者

の規模や内容に合わせた支援を行いました。 

 

ア 技術的支援 

営業許可申請時等に業種に応じた説明を実施し、衛生管理計画書及び実施記録の作成を指

導しました。また、支援が必要な食品等事業者に対し、食品の加熱状況を検証するための技

術的支援を行いました。さらに、衛生管理計画及び実施記録等の様式を市ホームページに掲

載し、事業者が取り組みやすいよう環境整備を行いました。 

 

イ ＨＡＣＣＰの市民への周知 

 市民に対する衛生教育等の機会において、食品等事業者がＨＡＣＣＰ

に沿った衛生管理を実施していることを周知しました。また、カレーの

調理工程を題材として各工程における危害要因を考える啓発資材（うち

わ）を作成・配布し、市民に対してＨＡＣＣＰの考え方や食品衛生管理

の重要性について普及啓発を行いました。 

 

ウ ＨＡＣＣＰで守る食の安全宣言 

 令和６年（２０２４年）１１月より、ＨＡＣＣＰに沿った

衛生管理を積極的に実施している食品等事業者が「食の安全

宣言」を行い、その事業者に対してステッカーを交付する事

業を開始しました。安全宣言の届出を行った施設は市ホーム

ページにて公開することで、ＨＡＣＣＰに取り組む飲食店等

を明らかにし、市民が安心して飲食店等を選択できるように

努めました。 

●ＨＡＣＣＰで守る食の安全宣言届出施設数（令和７年度（２０２５年度）末時点） 

１４６施設 

 

（２）食品等事業者及び食品衛生責任者への指導 

 施設の監視指導や衛生講習会の際に、食品等事業者や食品衛生責任者に対してＨＡＣＣＰ

に沿った衛生管理（事業規模・業種により業界団体の作成した手引書の利用方法）等を指導

▲食の安全宣言ステッカー 

▲作成したうちわ 
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しました。 

また、従事者等の衛生管理に関する知識・技術の向上を図ることにより、自主衛生管理の

確立を支援するとともに、事業者が食品衛生責任者に対して食品衛生法改正の内容、昨今の

食品衛生の状況等を伝えられるようフォローするなど、情報提供を図りました。 

 

（３）食品等事業者の責務規定遵守の徹底 

 施設の監視指導や衛生講習会の際に、食品衛生法第３条に定められている「販売食品等の

安全性の確保に係る知識・技術の習得」「原材料・販売食品等の必要な情報の記録・保存」な

どの食品等事業者の責務について指導し、その責務規定遵守の徹底を図りました。 

 

 

２ 優良衛生施設等の表彰 

 食品衛生意識の普及・向上に努めた功績を認められる事業者や、食品衛生上優秀で他の模範と

なる施設について、熊本市食品衛生功労者及び食品衛生優良施設として表彰しています。（隔年度

実施のため令和７年度は実施無し） 

また、熊本市食品衛生功労者及び食品衛生優良施設として表彰された事業者や施設の中でも、

特に食品衛生に関する取組や功績が顕著に優れた事業者や施設については、上位表彰である厚生

労働大臣表彰をはじめとする各種表彰の候補者として推薦しました。 

 

表彰の種類 内容 

厚生労働大臣表彰 
食品衛生功労者     １名 

食品衛生優良施設    該当なし 

日本食品衛生協会長表彰 
食品衛生功労者     該当なし    

食品衛生優良施設     １施設 

熊本県食品衛生協会長表彰 食品衛生優良施設     ２施設 

 

 

３ 食品関連団体の事業への支援 

 （一社）熊本県食品衛生協会熊本支部の食品衛生指導員が行う自主衛生管理の確立を目指した

営業施設の巡回指導等、業界の衛生面の向上のための熊本市食品衛生協会の事業に対し、積極的

に支援しました。 

 

目的 内容 回数 

食品衛生指導員への支援 合同巡回指導 ７回 

食品衛生責任者養成 

講習会への講師派遣 １２回 

（内訳） 養成講習会  

実務者講習会 

指導員向け研修会 

指導員養成講習会 

  ６回 

  ２回 

２回 

  ２回 
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第５ 消費者・生産者・食品等事業者及び行政の相互理解    

・信頼関係の確立と推進（リスクコミュニケーション）   

 食の安全安心の確保のためには、生産者を含む食品等事業者、消費者、行政の３者が、それぞれ

の役割分担に応じた取組を行わなければなりません。３者の相互理解や信頼関係を確立し、リスク

コミュニケーションを推進することが必要です。 

 

 

 

 

１ 市民・食品等事業者及び行政との情報と意見の交換 

 

（１）市民意見の施策への反映 

市民や食品等事業者と食の安全安心に関する情報や意見の交換を行い、それを反映した施

策を行います。そのために次のような意見等交換の機会を設けました。 

 

ア 熊本市健康くまもと２１推進会議 食の安全安心・食育部会の開催 

市民の健康づくりに関する関係機関の代表、学識経験者、食品等事業者、市民等の委員で

構成する「熊本市健康くまもと２１推進会議 食の安全安心・食育部会」において、各委員

から、令和６年度（２０２４年度）に策定した第４次熊本市食の安全安心・食育推進計画の

実施結果等について、積極的な意見をいただきました。 

 

 

（ア）健康くまもと２１推進会議 食の安全安心･食育部会 

開催日 協 議 内 容 

令和７年（２０２５年） 

９月３日（水） 

・第４次熊本市食の安全安心・食育推進計画 

 「食の安全安心の確保」、「食育の推進」の進捗状況について 

・令和７年度（２０２５年度）新規事業について 

・「食育の推進」の検証指標の変更について 
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（イ）健康くまもと 21 推進会議 

開催日 協 議 内 容 

令和７年（２０２５年） 

１０月１６日（木） 

・各部会（食の安全安心・食育、歯科保健、がん）からの報告 

・健康増進計画の進捗管理について 

 

 

イ 食品衛生監視指導計画に関する市民からの意見聴取 

令和８年度（２０２６年度）熊本市食品衛生監視指導計画の策定にあたり、市民代表など

で構成する「健康くまもと２１推進会議 食の安全安心・食育部会」の委員に諮りました。計

画策定後は、全文をホームページに公開しました。 

  

ウ 監視指導の実施状況等の公表 

令和６年度（２０２４年度）熊本市食品衛生監視指導計画に基づく監視指導の実施状況等

を取りまとめて、令和７年（２０２５年）６月にホームページで公表しました。また、夏期及

び年末食品一斉取締りの結果についても、実施後速やかにホームページで公表しました。 

 

 

（２）市民参加型のリスクコミュニケーションの実施      

食品衛生の基本となる手洗いの重要性を普及啓発するため、市内の小学校等を対象に手洗い

チェッカー貸出事業を実施しました。 

 

ア 手洗いチェッカー貸出事業 

熊本市内の１２機関（保育園７園、幼稚園１園、小学校４校）に手洗いチェッカーを貸出し、

のべ１,１７６人の児童が手洗いチェック体験をしました。汚れの見える化が可能なブラック

ライトを用いた手洗いチェック体験を通じて、家庭での食中毒予防及び食品衛生意識の普及

を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ブラックライトを使った手洗いチェック体験の様子 



 - 16 - 

２ 食品安全に係る情報提供 

 食の安全安心の確保、特に安心の確保のためには、迅速かつ正確な情報伝達が重要なことから、

次のような情報提供を積極的に行いました。 

 

（１）熊本市ホームページ等による情報提供 

 ホームページ「熊本市安全安心のひろば※１」及び熊本市ホームページ※２により食中毒注意報

等の発令や食品の検査結果等、緊急情報やお知らせに関する情報提供を行いました。また、食

中毒発生情報等（報道資料）についても熊本市ホームページに掲載し、周知しました。 

 

 記事掲載回数 内 容 

緊急情報 ４回 食中毒警報・注意報、ノロウイルス食中毒注意報 

お知らせ ２８回 食品の自主回収及び苦情相談他 

その他（報道資料） １１回 食中毒発生情報他 

※１ 熊本市安全安心のひろば  https://www.kumamoto-shoku.jp/anzen_anshin/ 

※２ 熊本市ホームページ（食品保健に関すること）https://www.city.kumamoto.jp/list00574.html 

 

 

（２）食品安全情報ネットワーク 

 熊本市内に店舗を持つ食品量販店、百貨店、コンビニエンスストア等の小売店や田崎市場内

の荷受業者等、食品の流通・販売の拠点となる食品等事業者と連携し、食品の安全性に関する

正確な情報の共有化を行いました。 

 

●登録業者数  ２４機関 ３０８店舗（令和７年（２０２５年）４月１日現在）  

●情報提供回数 ２４回  

（内訳） 定期情報（食品等の検査結果、自主回収情報等） ２０回  

        緊急情報（食中毒注意報発令等）          ４回  

 

 

（３）広報誌等による情報提供 

 熊本市の広報誌「市政だより」への記事掲載、ラジオ・テレビ放送、報道機関への資料提供、

ＳＮＳによる情報発信等により市民等へ情報提供を行いました。 

 

ア 市政だより、ラジオ、テレビ等による情報提供 

 熊本市の広報誌「市政だより」に市民等に対する啓発記事の掲載（４回）、ラジオ（５回）

やテレビ（１回）の広報番組への出演などにより、市民や食品等事業者に対して適切なタイ

ミングで情報提供を行いました。 

 また、熊本市医師会機関誌「森都医報」に記事を掲載し（２回）、医師や医療従事者に対し

て必要な情報提供を行いました。 

 

イ 報道機関への情報提供 

 夏期及び年末に実施した田崎市場一斉取締り等では、報道機関へ資料等を提供し、積極的

に広報活動を行うことで、当該取組の周知を図るとともに、衛生意識等の普及啓発を推進し



 - 17 - 

ました。 

 また、食中毒等の健康危機発生時や行政処分を行った場合には、被害の拡大防止及び市民

への迅速な注意喚起を図るため、報道機関に対して資料等による適切な情報提供を行いまし

た。 

 

ウ ＳＮＳによる情報発信 

ＳＮＳを活用して、食中毒注意報や警報発令時には、速やかな情報発信を行うとともに、食

中毒の予防方法など食の安全安心に関する情報を発信しました。 

熊本市公式ＹｏｕＴｕｂｅにて「はじめよう！ＨＡＣＣＰ」の動画を公開し、食中毒予防、

食品衛生対策に関する情報を発信しました。 

 

 

（４）衛生教育の実施 

 食品等事業者や市民を対象に積極的に出前講座等衛生教育を実施して、食品の衛生的な取扱

等の情報を提供しました。また、啓発動画を用い、より分かりやすい衛生指導に取り組みまし

た。 

 

ア 市民および食品等事業者向け衛生講習会の開催 

学校や社会福祉施設等の職員、老人会など幅広い団体からの依頼があり、市民への食品衛

生意識の浸透を図るために「シャットアウト食中毒 食中毒予防は、家庭から」「ＨＡＣＣＰ

（ハサップ）を知っていますか？ 食の安全を確保するために」「食品表示を利用して安全な

食品を選びましょう 安全な食品ってどんなもの？」などをテーマに講習会を実施しました。 

また、食品等事業者の衛生管理に関する知識の向上を目的に、食品等事業者に対しても積

極的に衛生講習会を開催しました。 

 

●講習会実施状況 

 

イ バザー等開催時の衛生教育 

学校や社会福祉施設、自治会などの団体からのバザー等開催届出時に原材料の購入から提

供する際の注意点までの衛生教育を実施しました。また、食中毒発生のないよう、食中毒発

生リスクの高いメニューの確認や衛生的な取り扱い方法を示した動画の視聴を案内しました。 

 

●バザー開催届出  ４５３件 

区分 回数 受講者 内容 

市民等 ２０回 １,３５２名 食中毒防止対策、食品表示等 

食品等

事業者 

食品等営業者 ３０回 ９２１名 食中毒防止対策、衛生法規、自主衛生管理 

給食施設関係者 １２回 ５６０名 食中毒防止対策、自主衛生管理 

食品衛生責任者講習会 ６回 １,００１名 食品衛生学、食品衛生法、公衆衛生学等 

実務者講習会 ２回 １４８名 食品衛生学、食品衛生法、公衆衛生学等 

計 ７０回 ３,９８２名  
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３ 市民等からの食品等に関する相談への対応 

 食品等に関する苦情相談等が、市民、食品等事業者などからあった場合は、迅速かつ適切に対

応し、必要に応じて原因究明、再発防止等の助言指導を行いました。 

 

  ・苦情相談対応状況 

食品 
施設（不衛

生等） 

有症 

苦情 
その他 合計 異物 

混入 

腐敗・ 

変敗 

カビの 

発生 

異味・ 

異臭 
表示 

４８ １０ ７ ９ ２５ ５７ １３２ ７３ ３６１ 

 

 

 

 

第６ 食品衛生に係る人材の養成及び資質の向上に関する事項   

食の安全安心の確保のためには、研修等により食品衛生に係る人材を養成し、その人材の資質の向

上を図ることが重要です。そのために、次のような取り組みを行いました。 

 

１ 食品衛生監視員等関係職員の資質の向上 

 国や関係機関等が開催する研修会等に積極的に職員を派遣して、関係職員の資質の向上を図ると

ともに、新規採用職員や経験年数が浅い職員等を対象に適宜、研修を行いました。 

 また、食品衛生監視員協議会九州ブロック研修会において研究発表を行いました。さらに、厚生

労働省が主催した広域食中毒事案を想定した訓練に参加し、発生探知から関係自治体との連携、広

域連携協議会開催に至るまでの対応プロセスを通じて、広域的な健康危機管理体制の実践的な理解

を深めました。 

 

 

●研修実施状況 

区分 内容 備考 

職場研修 

新任食監研修（１）食品衛生法（総論）及び危機管理（食中毒調査） 

対面とオンライン

のハイブリット開

催 

新任食監研修（２）許認可（施設基準、業種） 

新任食監研修（３）ＨＡＣＣＰ 

新任食監研修（４）食品表示 

新任食監研修（５）大量調理施設衛生管理 

新任食監研修（６）収去と精度監理（ＧＬＰ）研修 

新任食監研修（７）食品衛生申請等システム 

大規模食中毒調査に関する研修 対面開催 
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区分 内容 備考 

派遣研修 

・会議 

研究発表 

広域連携会議 オンライン開催 

九州各県・政令市・中核市生活衛生主管課長会議（食品部会）  

食品安全行政講習会 動画資料共有 

市場食品衛生検査所協議会中四国・九州ブロック会議 書面開催 

２１大都市食品衛生主管課長会議 オンライン開催 

九州各県・政令市・中核市食品衛生係長会議  

食品衛生監視員協議会九州ブロック研修会 

〇研究発表（口頭発表） 

日 時   令和７年８月２８日～２９日   

場 所   ソレイユ（大分県大分市中央町）  

演題名「安全を見える化！熊本市「HACCP で守る食の安全宣言」」 

 

都道府県等食品表示担当者研修 オンライン開催 

市場食品衛生検査所協議会活性化事業   

全国食品衛生監視員協議会研修会   

市場食品衛生検査所協議会全国大会  

全国食品衛生関係主管課長会議 資料共有 

ＨＡＣＣＰシステムに係る講習会  

令和７年度食中毒疫学研修会（初級）  

広域的な食中毒事案発生を想定した訓練 オンライン開催 

 

 

２ 食品衛生責任者等の養成及び資質の向上 

 熊本市食品衛生協会が主催する食品衛生責任者養成講習会や食品衛生責任者実務講習会に職員

を講師として派遣して、食品衛生責任者の養成や資質の向上を図りました。 
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合
セ
ン
タ
ー

（
衛
生
科
学
班

）

環
境
総
合
セ
ン
タ
ー

市
場
食
品
衛
生
監
視
所

微生物学的検査 理化学的検査

細菌

残
留
農
薬

検査機関

食品添加物

ア
レ
ル
ギ
ー

物
質

ヒ
ス
タ
ミ
ン

A
T
P

その他

区
分

検査目的
主な

検査項目
食品等の分類 対象食品等

糞便系大腸菌群
陽性の場合に検査

重金属：ヒ素、鉛 （以前はスズ、カドミウムもあり）

糞便系大腸菌群
陽性の場合に検査

Ｅ.ｃｏｌｉ陽性の場合に検査

収去品に鶏肉が含まれて

いる場合に検査


